
社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング 

都道府県別所定内給与
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単位：円
給与 273,500 235,700 366,300 256,500 310,000 324,400 288,900 256,900 273,900 220,300
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東京都千代田区神田紺屋町 5矢野ビル4F 

電話：03-3526-4277  FAX：03-3526-4276 

担当：花村 

第2・第4火曜日発刊 

 

～地域によって賃金にどれくらい差があるのか？ 賃金と生計費の関係は？～ 

今回は、所定内給与と生計費についてご案内いたします。地域によって賃金にどの程度の差がある 

のか、生計費と賃金水準の関係性について統計資料を元に見ていきます。 

資料出所：平成20年「賃金構造基本統計調査」 

●全国平均の所定内給与額 → 299,100円 

（勤続11.6年、年齢40.9歳） 

最高金額 

最低金額 

賃金額の 

違い 

最大で約4割の

地域差 

● 平均を超えるのは東京、神奈川、千葉 

茨城、愛知、大阪、奈良の7都府県 

資料出所：各都道府県人事委員会 「職員の給与等に関する報告および勧告（平成20年）」 

全国平均の 
標準生計費 

    

１人世帯 
99,730円 

3人世帯 
208,090円 

生計費の 

違い 世帯人員別標準生計費
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1人 102,560 91,426 111,930 100,750 109,050 94,810 106,404 86,750 109,930 81,100

3人 215,810 190,318 232,600 213,400 225,860 195,820 223,283 180,880 226,730 166,860

北海道 秋田 東京 新潟 愛知 大阪 広島 愛媛 福岡 沖縄

※　数字は各県庁所在地のもの

注 目!! 
協会けんぽの 
健康保険料率が 
変わります 

平成21年9月分から 
（10月徴収分から） 

現行：全国一律の8.2% ⇒ 改正後：都道府県毎の保険料率(8.15～8.26%) 

東京：8.18%   神奈川：8.19%   埼玉：8.17%   千葉：8.17% 

茨城：8.18%   栃木：8.18%    群馬：8.17%   

詳細はこちら ↓↓  

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html 
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